
重要事項説明書 

 

 
京都府指定 第2674100769号 

 

当事業所は利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

１． 事業者の概要 

（１） 法 人 名     株式会社サニーライフ 

（２） 法 人 所 在 地     京都府京都市山科区大宅鳥井脇町3番地 

（３） 電 話 番 号     ０７５－２０１－９６２１ 

（４） 代 表 者 氏 名     代表取締役 

（５） 設 立 年 月 日     平成２２年１２月６日 

 

２． 事業所の概要 

（１） 事業所の種類     指定地域密着型通所介護・指定介護予防型デイサービス 

（２） 事業所の名称     デイサービスセンターみのり 

（３） 事業所の所在地     京都府京都市山科区大宅鳥井脇町3番地 

（４） 電 話 番 号     ０７５－２０１－９６２２ 

（５） 管 理 者      

（６） 開 設 年 月 日     平成２３年８月８日 

（７） 利 用 定 員     1日あたり １０人 

 

３． 事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 

京都市（山科区全域 伏見区醍醐地区） 

（２） 営業日及び営業時間 

営 業 日 月～金 但し、１２月２９日から１月３日までを除く 

営 業 時 間 月～金  ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間 月～金  ９：１５～１６：２０ 

 

４． 職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して指定地域密着型通所介護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 



職種 定員に対する配置基準 所在する職員数 

 
１．管理者 

２． 

１名 １名(常勤兼務) 

２．生活相談員 １名 ２名(常勤兼務) 

３．介護職員 １名 

 

４名(非常勤専従) １名(常勤兼務) 

４．機能訓練指導員 １名 

 

１名(常勤兼務) 

 １．管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。  

２．生活相談員は、利用者と介護支援専門員との相談窓口となり、指定地域密着型通所介護計画等の作

成等を行います。 

３．介護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他 

必要な業務の提供にあたります。  

４．機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の向上及び減退を防止するための訓練を行い 

  ます。 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

以下のサービスについては、介護保険が利用頂けます。 

※介護保険負担割合は、所得に応じて利用負担が１割～３割負担となります。 

( 詳しくは、介護保険負担割合証をご覧ください。) 

 

〈サービスの概要〉 

① 入浴 

・利用者の状況に応じた適切な入浴をしていただきます。 

② 排泄 

・利用者の排泄の介助を行います。 

③ 個別機能訓練 

・機能訓練指導員により、利用者の心身等の状態に応じて、日常生活を送るのに必要な機能回復

またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

④ 送迎サービス 

・利用者の希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常の事業実施地域

外からのご利用の場合は、所定の送迎費を負担いただきます。 

・原則として、玄関までのお迎え、お送りをいたします。 

身体的・環境的等の諸事情がある場合は、本人、家族様と話し合いを行い、提供できる範囲の

送迎サービスを提供させていただきます。 

・送迎時間につきましては、交通事情等で、10分以上到着が遅れる場合がございます。利用者様 

の体調不良等を除き長時間待機することはできません。本人、家族の協力をお願い致します。 

・乗車中は、安全のため全席シートベルトの着用をお願いしております。 

 



サービス料金 (介護給付費) 

利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお

支払いください。（サービス料金は、利用者の要介護度に応じて異なります） 

☆利用者に提供する昼食にかかる費用は別途いただきます。（下記表参照） 

☆介護保険の給付額や負担率に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更致

します。 

■指定地域密着型通所介護費 

（１）指定地域密着型通所介護費用 

 １割負担の場合 ７－８区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ７５３単位  ７８７円／回 

要介護２ ８９０単位  ９３０円／回 

要介護３ １，０３２単位  １，０７９円／回 

要介護４ １，１７２単位  １，２２５円／回 

要介護５ １，３１２単位  １，３７１円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位  ４２円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位  ５９円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位  ７円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 

 

２割負担の場合 ７－８区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ７５３単位 １，５７４円／回 

要介護２ ８９０単位 １，８６０円／回 

要介護３ １，０３２単位 ２，１５７円／回 

要介護４ １，１７２単位 ２，４５０円／回 

要介護５ １，３１２単位 ２，７４２円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位 ８４円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位 １１７円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位 １３円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 

    

３割負担の場合 ７－８区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ７５３単位 ２，３６１円／回 

要介護２ ８９０単位  ２，７９０円／回 

要介護３ １，０３２単位 ３，２３６円／回 

要介護４ １，１７２単位 ３，６７５円／回 

要介護５ １，３１２単位 ４，１１３円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位 １２６円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位  １７６円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位 １９円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 



１割負担の場合 ６－７区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ６７８単位  ７０９円／回 

要介護２ ８０１単位  ８３７円／回 

要介護３ ９２５単位  ９６７円／回 

要介護４ １，０４９単位  １，０９７円／回 

要介護５ １，１７２単位  １，２２５円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位  ４２円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位  ５９円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位  ７円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 

 

２割負担の場合 ６－７区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ６７８単位  １，４１７円／回 

要介護２ ８０１単位  １，６７４円／回 

要介護３ ９２５単位 １，９３４円／回 

要介護４ １，０４９単位  ２，１９３円／回 

要介護５ １，１７２単位  ２，４５０円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位  ８４円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位  １１７円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位  １３円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 

    

３割負担の場合 ６－７区分 

区分 項  目 単位数 利用者負担額 

基 

本 

要介護１ ６７８単位  ２，１２６円／回 

要介護２ ８０１単位  ２，５１１円／回 

要介護３ ９２５単位 ２，９００円／回 

要介護４ １，０４９単位  ３，２８９円／回 

要介護５ １，１７２単位  ３，６７５円／回 

加算 

入浴介助加算Ⅰ ４０単位  １２６円／回 

個別機能訓練加算（Ⅰ）１ ５６単位  １７６円／回 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位  １９円／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月につき＋所定単位×９０／１０００ 

 

（２） その他の費用 (介護保険適用外) 

料金の種類 金   額 

特別な食事の費用            実   費 

通常の事業地域を越えて行う送迎サービス 片道１キロメートルごと    ５０円／㎞ 

昼食代 ６００円／回 

喫茶・おやつ代 喫茶代５０円／回     おやつ代５０円／回 

日常生活費 
おむつ代          １５０円／枚 

尿取りパッド         ５０円／枚 

レクリエーションや特別な行事費                実   費 

当日のキャンセル 利用者負担額の１０％ 

 

※ レクリエーション（機能訓練の一環としての外出レクリエーション含む） 

  ・コミュニケーションや気分転換及び思考力、発想力などの向上を目的に実施致します。 



（３）利用料金お支払い方法 

  前記（１）、（２）の料金・費用はサービス利用終了後翌月１５日までに請求書を発行しますので、

翌月２７日に各支払い方法にてお支払いいただきます。 

（４）サービス利用のキャンセル 

利用予定日の前に、利用者の都合により、指定地域密着型通所介護サービスの利用をキャンセル 

することができます。この場合には、実施日の前日午後５時までに事業所に申し出てください。 

【連絡先】（電話番号）０７５－２０１－９６２２       

（５）サービス利用の変更 

利用者が指定地域密着型通所介護サービスの変更等を希望する場合は、いつでも事業所に申し出てく

ださい。該当利用者に係る居宅介護支援事業所への連絡、その他の必要な援助を行います。 

 

６．苦情の受付について 

当事業所は苦情受付窓口を設置しており利用者・家族からの苦情に迅速、適切に対応します。また、

本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することもできます。 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。  

○苦情受付窓口 〔職名〕生活相談員： 

○受 付 時 間  月曜日～金曜日（８：３０～１７：３０）※休業日は除く 

電話番号 ０７５－２０１－９６２２ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

京都市山科区役所保健福祉センター  

高齢介護保険担当  

〒 607-8511 京都市山科区椥辻池尻町 14－ 2 

０７５－５９２－３２９０ 

京都市伏見区役所醍醐支所保健福祉センター   

高齢介護保険担当  

〒 601-1366 京都市伏見区醍醐大構町 28 

０７５－５７１－６４７１ 

京都府国民健康保険団体連合会  

〒 600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る  

水銀屋町 620番地  COCON烏丸内  

０７５－３５４－９０９０ 

 

７. 緊急時及び事故発生時等における対応方法  

  サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急時連絡先

（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするとともに必要な措置を

講じます。 

 また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京都府、

市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行います。 

 

８. 提供するサービスの第三者評価 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 


